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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
浴室の壁面若しくは天井に取り付けられる左右の荷重支持部と、
この荷重支持部から下方に垂下される左右の紐状体と、
左右の紐状体に両端が接続される物干し竿と、
左右の紐状体を上方に巻き上げることにより物干し竿を上昇させる巻き上げ装置とを備え
、巻き上げ装置が、紐状体の巻き取り用ドラムと、このドラムに回転力を付与するゼンマ
イバネとを備えた浴室用ハンガーにおいて、
上記のドラムはゼンマイバネにより紐状体を巻き取るように常時付勢され、
浴室の壁面に取り付けられる左右の下方部材を備え、
上記下方部材は、下方支持部と係止部とを備え、
上記下方支持部は、物干し竿の両端の下方に位置することにより、物干し竿を下方から支
持するものであり、壁面から突出する方向に物干し竿の下方に伸ばされた部位であり、
上記係止部は、物干し竿の上方への移動を阻止するように物干し竿の両端を着脱可能に係
止するもので、下方支持部の上方に形成された一対の対向する突起であり、
この突起である一対の係止部間の開口長さが物干し竿の外径よりも僅かに短く設定され、
弾性変形することによって、物干し竿を係止部から下方に降ろすことができ、物干し竿が
上昇しないように物干し竿を係止することができるものであり、
洗濯物と物干し竿の総重量が、ゼンマイバネによる物干し竿を引き上げる力よりも小さい
場合には、物干し竿は係止部に係止された状態となり、
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洗濯物と物干し竿の総重量が、ゼンマイバネによる物干し竿を引き上げる力よりも大きく
なった場合には、下方支持部に物干し竿の荷重の一部が支持されることにより、物干し竿
の荷重が上記の荷重支持部と下方支持部との双方で支持されるようにしたこと
を特徴とする浴室用ハンガー。
【請求項２】
浴室の壁面若しくは天井に取り付けられる左右の荷重支持部と、
この荷重支持部から下方に垂下される左右の紐状体と、
左右の紐状体に両端が接続される物干し竿と、
左右の紐状体を上方に巻き上げることにより物干し竿を上昇させる巻き上げ装置とを備え
、巻き上げ装置が、紐状体の巻き取り用ドラムと、このドラムに回転力を付与するゼンマ
イバネとを備えた浴室用ハンガーにおいて、
上記のドラムはゼンマイバネにより紐状体を巻き取るように常時付勢され、
浴室の壁面に取り付けられる左右の下方部材を備え、
上記下方部材は、下方に下方支持部を備え、上方に係止部を備えた断面略Ｃ字状のもので
あり、横方向に開口している開口を備え、
物干し竿は横方向から下方支持部と係止部との間に挿入され、
洗濯物と物干し竿の総重量が、ゼンマイバネによる物干し竿を引き上げる力よりも小さい
場合には、物干し竿は、上方に張り出された係止部によって上方への移動が不能なように
係止され、
洗濯物と物干し竿の総重量が、ゼンマイバネによる物干し竿を引き上げる力よりも大きく
なった場合には、下方支持部に物干し竿の荷重の一部が支持されることにより、物干し竿
の荷重が上記の荷重支持部と下方支持部との双方で支持されるようにしたこと
を特徴とする浴室用ハンガー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、浴室内で洗濯物などを乾燥させる際に使用される浴室用ハンガーに関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、浴室内で洗濯物などを乾燥させる際には、物干し竿を浴室の壁面から壁面に
かけて渡すようにしている（特許文献１～３）。この物干し竿は、その両端が、壁面に取
り付けられた支持部材に着脱可能に支持され、天井から十～数十センチ下方に渡されてい
る。
　この物干し竿は、使用しない場合には支持部材から取り外して、適当な場所に保管すれ
ば、物干し竿が邪魔になったりすることがなく、気持ちのよい雰囲気で入浴することがで
きるが、取り外した物干し竿を収納する適当な場所がないのが現状である。しかも、狭い
浴室内で長い物干し竿を持って動くことは簡単なことではなく、物干し竿は比較的高所に
配位されているため、取り外しの際に体のバランスを崩してしまう恐れもある。
　さらに、物干し竿と、これに掛けられた干し物との荷重を安全に支持するには、支持部
材を壁面に強固に取り付ける必要があるが、浴室の構造によっては、柱材などがなく強固
な固定が実現し得ない場合があり、より安全な物干し竿の支持構造が必要となる。
【０００３】
【特許文献１】特開平０８－２９００００号公報
【特許文献２】特開２０００－１６７２９６号公報
【特許文献３】特開２００３－１８１１９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本願発明は、浴室用ハンガーにあって、使用しない場合には、物干し竿を天井付近に配
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位することができ、物干し竿が邪魔になったりすることがなく、気持ちのよい雰囲気で入
浴することができ、他方、使用するときには、簡単に物干し竿を所定の位置に配位して使
用できる浴室用ハンガーを提供することを目的とする。また本願発明の他の目的は、荷重
支持に関する安全性を向上させることができる浴室用ハンガーを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　そこで本願の請求項１に係る発明は、
浴室の壁面若しくは天井に取り付けられる左右の荷重支持部と、
この荷重支持部から下方に垂下される左右の紐状体と、
左右の紐状体に両端が接続される物干し竿と、
左右の紐状体を上方に巻き上げることにより物干し竿を上昇させる巻き上げ装置とを備え
、巻き上げ装置が、紐状体の巻き取り用ドラムと、このドラムに回転力を付与するゼンマ
イバネとを備えた浴室用ハンガーにおいて、
上記のドラムはゼンマイバネにより紐状体を巻き取るように常時付勢され、
浴室の壁面に取り付けられる左右の下方部材を備え、
上記下方部材は、下方支持部と係止部とを備え、
上記下方支持部は、物干し竿の両端の下方に位置することにより、物干し竿を下方から支
持するものであり、壁面から突出する方向に物干し竿の下方に伸ばされた部位であり、
上記係止部は、物干し竿の上方への移動を阻止するように物干し竿の両端を着脱可能に係
止するもので、下方支持部の上方に形成された一対の対向する突起であり、
この突起である一対の係止部間の開口長さが物干し竿の外径よりも僅かに短く設定され、
弾性変形することによって、物干し竿を係止部から下方に降ろすことができ、物干し竿が
上昇しないように物干し竿を係止することができるものであり、
洗濯物と物干し竿の総重量が、ゼンマイバネによる物干し竿を引き上げる力よりも小さい
場合には、物干し竿は係止部に係止された状態となり、
洗濯物と物干し竿の総重量が、ゼンマイバネによる物干し竿を引き上げる力よりも大きく
なった場合には、下方支持部に物干し竿の荷重の一部が支持されることにより、物干し竿
の荷重が上記の荷重支持部と下方支持部との双方で支持されるようにしたこと
を特徴とする浴室用ハンガーを提供することにより、上記の課題を解決する。
　本願の請求項２に係る発明は、
浴室の壁面若しくは天井に取り付けられる左右の荷重支持部と、
この荷重支持部から下方に垂下される左右の紐状体と、
左右の紐状体に両端が接続される物干し竿と、
左右の紐状体を上方に巻き上げることにより物干し竿を上昇させる巻き上げ装置とを備え
、巻き上げ装置が、紐状体の巻き取り用ドラムと、このドラムに回転力を付与するゼンマ
イバネとを備えた浴室用ハンガーにおいて、
上記のドラムはゼンマイバネにより紐状体を巻き取るように常時付勢され、
浴室の壁面に取り付けられる左右の下方部材を備え、
上記下方部材は、下方に下方支持部を備え、上方に係止部を備えた断面略Ｃ字状のもので
あり、横方向に開口している開口を備え、
物干し竿は横方向から下方支持部と係止部との間に挿入され、
洗濯物と物干し竿の総重量が、ゼンマイバネによる物干し竿を引き上げる力よりも小さい
場合には、物干し竿は、上方に張り出された係止部によって上方への移動が不能なように
係止され、
洗濯物と物干し竿の総重量が、ゼンマイバネによる物干し竿を引き上げる力よりも大きく
なった場合には、下方支持部に物干し竿の荷重の一部が支持されることにより、物干し竿
の荷重が上記の荷重支持部と下方支持部との双方で支持されるようにしたこと
を特徴とする浴室用ハンガーを提供する。
【発明の効果】
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【０００６】
　本願発明は、物干し竿を使用しない場合には、ゼンマイバネの弾性力によって、物干し
竿を天井付近に配位することができ、物干し竿が邪魔になったりすることがなく、気持ち
のよい雰囲気で入浴することができ、他方、使用するときには、ゼンマイバネの弾性力に
抗して物干し竿を引き下ろして使用できる浴室用ハンガーを提供することができたもので
ある。
　そして、左右の係止部に上記の物干し竿の両端が係止されることにより、物干し竿が天
井より離れた位置に係止され、左右の係止部材から上記の物干し竿の両端が外されること
により、紐状体がドラムに巻き取られ物干し竿が上昇するものであり、物干し竿の昇降操
作が容易な浴室用ハンガーを提供することができたものである。
　さらに、物干し竿の荷重が上記の荷重支持部と下方支持部との双方で支持されるように
したものであり、荷重支持部と下方支持部とのそれぞれの耐荷重性能が小さくとも大きな
荷重を支持することができ、過荷重に対する安全性を向上させることができたものである
。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、図面に基づき本願発明の実施の形態を説明する。
　図１は、本願発明の実施の形態に係る浴室用ハンガーの使用状態を示す斜視図であり、
図２は同浴室用ハンガーの正面から見た内部構造の説明図であり、図３は同浴室用ハンガ
ーの中央縦断面図である。
【０００８】
　この浴室用ハンガーは、浴室の壁面１１に取り付けられる左右の荷重支持部１２と、こ
の荷重支持部１２のそれぞれから下方に垂下されるロープ、ワイヤーなどの長尺状の柔軟
性を有する紐状体１３と、左右の紐状体１３に両端が接続される物干し竿１４と、荷重支
持部１２の下方における壁面１１に取り付けられる左右の下方部材１５を備える。
【０００９】
　左右の各荷重支持部１２は、ケーシング２１と、このケーシング２１内に回動可能に配
位されたドラム２２と、このドラム２２に回転力を付与するゼンマイバネ２３とを備える
。ドラム２２には左右の紐状体１３の上端が固定され、このドラム２２が回動することに
よって、ドラム２２に紐状体１３が巻き付けられ、巻き解かれる。ゼンマイバネ２３は、
一端がケーシング２１側に固定され、他端がドラム２２側に固定されることにより、この
ドラム２２を、紐状体１３が巻き付けられる方向に回動するように常時付勢しているもの
である。したがって、ドラム２２及びゼンマイバネ２３が、左右の紐状体１３を上方に巻
き上げることにより物干し竿１４を上昇させるための巻き上げ装置として機能するもので
ある。
【００１０】
　ケーシング２１は、下端に紐状体１３の引き出し部２４を有するものであり、この引き
出し部２４を含むケーシング２１の下面は、上方に凹んだ凹部２５となっている。この凹
部２５は、上方に引き上げられた物干し竿１４の両端を受容するものであり、これによっ
て、上方に引き上げられた物干し竿１４が安定した状態を保つ点で有利であるが、凹部２
５を設けずに実施することもできる。なお、ドラム２２から引き出された紐状体１３が安
定して引き出し部２４に導かれるように、案内ローラ（図示せず）を設けて実施してもよ
い。
【００１１】
　次に、下方部材１５は、荷重支持部１２の下方の壁面１１に配位されるもので、下方支
持部３１と係止部３２とを備える。
　下方支持部３１は、物干し竿１４の両端の下方に位置することにより、物干し竿１４を
下方から支持するものであり、具体的には左右方向（壁面１１から突出する方向）に物干
し竿１４の下方に伸ばされた部位であり、この例では、安定して物干し竿１４の両端を受
容し得るように上端が開放された略Ｕ字状をなすものである。
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【００１２】
　係止部３２は、物干し竿１４の上方への移動を阻止するように物干し竿１４の両端を着
脱可能に係止するもので、この例では、上記略Ｕ字状の開口部に形成された一対の対向す
る突起として実施され、この対向する突起（即ち係止部３２）間の開口長さが物干し竿１
４の外径よりも僅かに短く設定されている。そして、係止部３２及び略Ｕ字状の下方部材
１５全体が弾性変形することによって、物干し竿１４を係止部３２から下方に降ろすこと
ができ、物干し竿１４が上昇しないように、物干し竿１４を係止することができるもので
ある。
【００１３】
　次にこの実施の形態に係る浴室用ハンガーの使用方法を説明する。
　まず、左右の荷重支持部１２を浴室の左右の壁面１１にネジ等の適宜固定手段で固定す
る。固定位置は、天井１６に近い方が望ましい。ここで、左右の紐状体１３は、ドラム２
２に巻き取られており、その先端には、物干し竿１４の両端が接続固定されている。また
、左右の荷重支持部１２の下方の壁面１１には、下方部材１５がネジ等の適宜固定手段で
固定される。洗濯物を干さない場合には、物干し竿１４は、荷重支持部１２の凹部２５に
下方から当接した状態で、天井１６付近に配位されることとなる。
【００１４】
　洗濯物を干す場合には、物干し竿１４を引き下ろす。これにより、ゼンマイバネ２３の
弾性力に抗してドラム２２が回動し、ドラム２２に巻き上げられた紐状体１３が繰り出さ
れ、その分、ゼンマイバネ２３には回動エネルギーが蓄積され、物干し竿１４は常時上方
に付勢されることとなる。この物干し竿１４の両端は、下方部材１５の係止部３２内に挿
入され、上方に移動不能に係止される。
【００１５】
　この状態で、洗濯物を物干し竿１４に掛けて干すことができる。その際、洗濯物と物干
し竿１４の総重量が、ゼンマイバネ２３が物干し竿１４を引き上げる力よりも小さい場合
には、物干し竿１４は係止部３２に係止された状態となり、下方支持部３１には荷重がか
からない。他方、洗濯物と物干し竿１４の総重量が、ゼンマイバネ２３が物干し竿１４を
引き上げる力よりも大きくなった場合には、下方支持部３１に物干し竿１４の荷重の一部
が支持されることとなる。したがって、この場合には、荷重支持部１２と下方部材１５と
の両者によって荷重が分配されて支持される結果、一方に多くの荷重が係ることが防止さ
れる。その結果、荷重支持部１２と下方部材１５とのそれぞれの耐荷重性能を小さくする
ことができ、あるいは逆に言えば、物干し竿１４に支持させることができる全体の重量を
大きくすることができる。
【００１６】
　物干しが完了するなど、物干し竿１４を使用しない場合には、物干し竿１４を上方に持
ち上げることによって、係止部３２が弾性変形して、物干し竿１４と係止部３２との係止
が外れ、その状態で手を放すと、ゼンマイバネ２３の力によって、紐状体１３が巻き上げ
られて、物干し竿１４が上昇して、凹部２５に収まるものである。
【００１７】
　次に、図４は他の実施の形態に係る浴室用ハンガーの正面から見た内部構造の説明図で
ある。先の実施の形態に係る浴室用ハンガーにあっては、壁面１１に荷重支持部１２が取
り付けられるように、ドラム２２の回動軸と物干し竿１４とが平行に配位されたものであ
ったが、この例では、天井１６に荷重支持部１２が取り付けられるように、ドラム２２の
回動軸と物干し竿１４とが略直交するように配位されたものである。そのため、紐状体１
３を円滑に下方に引き出すために、案内ローラ２６が設けられ、ドラム２２から横方向に
引き出された紐状体１３を下方に垂下させている。説明は省略するが、他の構成や使用方
法は、先の実施の形態と実質的に同一である。また、図示はしないが、紐状体１３の引き
出し方向を変えることによって、壁面１１と天井１６とのいずれの場所にも取り付けるこ
とができる構造にして実施することもできる。
【００１８】
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　次に、図５はさらに他の実施の形態に係る浴室用ハンガーの正面から見た内部構造の説
明図であり、図６は同浴室用ハンガーの中央縦断面図である。
　上記の各実施の形態に係る浴室用ハンガーにあっては、左右の荷重支持部１２のそれぞ
れにドラム２２、ゼンマイバネ２３を設けたが、この例では、左右の荷重支持部１２の何
れか一方にのみドラム２２、ゼンマイバネ２３を設けるようにした点が相違するものであ
り、他の構成や使用方法は、先の実施の形態と実質的に同一であるため、その説明を省略
する。
【００１９】
　先の例においては、ドラム２２は一つの紐状体１３のみを巻回するようにしたものであ
ったが、この例においては、ドラム２２は、第１巻回部２０１と第２巻回部２０２とを備
える。第１巻回部２０１には物干し竿１４の一端に接続される一方の紐状体１３が接続さ
れ、第２巻回部２０２には物干し竿１４の他端に接続される他方の紐状体１７が接続され
る。この他方の紐状体１７は、一方の荷重支持部１２から引き出され、他方の荷重支持部
１２に渡されて、他方の荷重支持部１２から垂下されて、物干し竿１４の他端に接続され
る。より具体的には、第２巻回部２０２から引き出された紐状体１７は、２つの案内ロー
ラ２７、２８を介してケーシング２１の上方から横方向に引き出され、天井１６付近に沿
って反対側の荷重支持部１２に渡される。荷重支持部１２内には荷重支持部として機能す
る案内ローラ２９が設けられ、この案内ローラ２９によって下方に案内されて、引き出し
部２４から引き出されて物干し竿１４の他端に接続されるものである。作動状態は、先の
例と同様であり、相違するのは、２つの巻回部２０１、２０２を備えたドラム２２が、一
つのゼンマイバネ２３によって付勢され、２本の紐状体１３と紐状体１７とが巻き上げら
れる点にある。この例でも、左右の荷重支持部１２を、天井１６に取り付けるようにして
もよい。また、左右の荷重支持部１２と、両者間に渡される紐状体１７とを外観上連続し
たケーシングに収納するなどしてもよい。
【００２０】
　次に、下方部材１５については、図６に示すように、下方に下方支持部３１を備え、上
方に係止部３２を備えた断面略Ｃ字状のものとして実施することもできる。この例では、
Ｃ字状の横方向に開口している開口は物干し竿１４の径よりも大きく形成され、物干し竿
１４は横方向から下方支持部３１と係止部３２との間に抵抗なく挿入される。物干し竿１
４は、上方に張り出された係止部３２によって上方への移動が不能なように係止され、他
方、物干し竿１４と干し物の重量がゼンマイバネ２３の力よりも大きい場合には下方支持
部３１に支持されるものである。
【００２１】
　以上の実施の形態の他、この発明は種々変更して実施することができ、例えば、特許35
43058号に示されたコードリールのストッパ構造を巻き上げ装置に用いることもできる。
また、巻き上げ装置は、必ずしも荷重支持部１２と一体のケーシングに収納する必要はな
く、別体としてもよい。物干し竿１４は、一定長さを有するものとして実施する他、長さ
を調整できるものとして実施してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本願発明の実施の形態に係る浴室用ハンガーの使用状態を示す斜視図である。
【図２】同浴室用ハンガーの正面から見た内部構造の説明図である。
【図３】同浴室用ハンガーの中央縦断面図である。
【図４】本願発明の他の実施の形態に係る浴室用ハンガーの正面から見た内部構造の説明
図である。
【図５】本願発明のさらに他の実施の形態に係る浴室用ハンガーの正面から見た内部構造
の説明図である。
【図６】同浴室用ハンガーの中央縦断面図である。
【符号の説明】
【００２３】
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　１１　壁面
　１２　荷重支持部
　１３　紐状体
　１４　物干し竿
　１５　下方部材
　１６　天井
　１７　紐状体
　２１　ケーシング　
　２２　ドラム
　２３　ゼンマイバネ
　２４　引き出し部
　２５　凹部
　２６　案内ローラ
　３１　下方支持部
　３２　係止部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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